
企業誘致サポーター募集！
事業用地をお探しの企業を紹介してください

成功報酬制度あり！

兵庫県企業庁では播磨科学公園都市（たつの市・上郡町内）や淡路津名地区
産業用地（淡路市内）への企業誘致を進めています。
事業用地をお探しの企業情報を把握して誘致に結びつけていくため、

ご協力いただける「企業誘致サポーター」を募集します。

手続きの流れ
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②立地計画入手③情報提供書提出

④情報受付確認通知

             ⑤企業誘致活動 （産業用地等の説明）

                     ⑥契約締結 （土地の引き渡し等）

⑦成功報酬支払い

提供いただきたい情報

1,000㎡以上の用地取得等を伴う立地を希望しており、対象地区への立地の
可能性がある企業の情報
ただし、既に企業庁が把握している情報や誘致交渉を行っている情報は除きます。

対象地区
企業庁の分譲用地
・播磨科学公園都市（たつの市・上郡町内）
・淡路津名地区生穂地区（淡路市内）

企業から投資計画等の相談を受ける立場にある法人
(例)不動産業者、建設業者、情報･不動産･財務･経営･法務等のコンサルタントなど

応募資格

1,000㎡以上の用地
取得等を伴う立地



成功報酬の額

区分 金額
(消費税額を含む。)

立地希望企業との間で土地譲渡契約を締結した場合

①土地分譲価格が１億５千万円未満 ５０万円

②土地分譲価格が１億５千万円以上３億円未満 １００万円

③土地分譲価格が３億円以上 ２００万円

立地希望企業との間で事業用定期借地権設定契約を締結した場合

①月額貸付料が５０万円未満 ５万円

②月額貸付料が５０万円以上１００万円未満 １０万円

③月額貸付料が１００万円以上 ２０万円

担当：兵庫県企業庁企業誘致課企業誘致班
   〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

TEL：078-362-4326 FAX：078-362-4272
E-mail：kigyoyuchi@pref.hyogo.lg.jp

応募方法 ※申請書は右下のQRコードからダウンロードできます。

①登録申請書を下記担当へ提出してください。
・添付書類[定款、履歴事項全部証明書、会社案内]

②企業庁で登録審査を行います。なお、以下の法人は登録できません。
・立地希望企業
・立地希望企業と親会社及び子会社の関係を有する企業
・暴力団及びその構成員（準構成員を含む）
・その他企業庁が不適当と認めるもの

③企業庁から審査結果をお知らせします。

情報提供の方法など
①立地を希望する企業の情報を得たときは、その企業の同意を得たうえで、
企業立地情報提供書を電子メール又は郵送により下記担当へ提出してください。

②いただいた情報が既に企業庁で把握している情報でないか等を確認し、
受付の可否をお知らせします。

③いただいた情報を基に、対象地区の土地譲渡契約等が結ばれた場合に、
企業庁から成功報酬をお支払いします。

その他注意事項
①企業誘致サポーターは、この業務に関して知り得た情報について守秘義務を
負います。

②成功報酬は情報提供に対するものであり、これ以外の交通費、通信費等は
一切支払いません。

③企業立地情報提供書の有効期間は、情報を受け付けた日から２年間です。
④企業誘致サポーターと立地を希望する企業または第三者との間で
紛争が生じたときは、企業誘致サポーターの責任において処理するものとします。

⑤成功報酬を受け取る権利を第三者に譲渡することはできません。


	スライド 1
	スライド 2

